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図Ａ　取引相手が全て消費税の納税義務者の場合

図Ｃ　仕入税額控除の計算方法と要件

　

消
費
税
法
は
、
消
費
一
般

に
対
し
て
広
く
公
平
に
税
負

担
を
求
め
る
た
め
１
９
８
８

（
昭
和
63
）
年
12
月
に
創
設

さ
れ
、

１
９
８
９
（
平
成

元
）
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
幾
度

　

２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
10
月
１
日
か
ら
複
数
税
率
に

対
応
し
た
消
費
税
の
仕
入
税
額
控
除
の
方
式
と
し
て
適
格

請
求
書
等
保
存
方
式
（
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
」
）
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

　

今
回
、
こ
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
、
消
費
税
の
納
税
義

務
者
で
な
い
診
療
所
（
消
費
税
が
非
課
税
で
あ
る
社
会
保

険
診
療
報
酬
が
大
半
で
、
自
由
診
療
収
入
等
が
１
０
０
０

万
円
以
下
の
診
療
所
）
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ

る
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
消
費

税
の
基
本
的
な
仕
組
み
の
概
要
と
医
療
機
関
に
お
け
る
消

費
税
の
取
り
扱
い
の
現
状
を
記
載
し
ま
す
。

も
大
き
な
制
度
改
正
が
あ
り

ま
し
た
が
、
基
本
的
に
は
次

の
よ
う
な
仕
組
み
で
す
。

❶ 

原
則
、
国
内
に
お
け
る
全

て
の
財
貨
の
販
売
・
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
な
ど
を
課
税

の
対
象
と
し
ま
す
。

❷ 

生
産
、
流
通
、
販
売
な
ど

の
各
段
階
に
お
い
て
、
他

の
事
業
者
や
消
費
者
に
財

貨
の
販
売
・
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
な
ど
を
行
う
事
業
者

を
納
税
義
務
者
と
し
、
そ

の
売
上
げ
に
対
し
て
課
税

さ
れ
ま
す
。

❸ 

税
の
累
積
を
排
除
す
る
た

（
１
）消
費
税
の
非
課
税
制
度

　

医
療
機
関
に
お
け
る
収
入

の
大
部
分
は
社
会
保
険
診
療

報
酬
等
（
介
護
報
酬
含
む
）

に
よ
る
公
的
保
険
収
入
で
あ

り
、
施
行
時
の
消
費
税
法
に

お
い
て
、
社
会
保
険
診
療
等

に
係
る
療
養
、
医
療
に
つ
い

て
は
「
政
策
的
配
慮
に
基
づ

く
非
課
税
取
引
」
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

一
方
、
医
薬
品
・
診
療
材

料
、
委
託
費
な
ど
の
経
常
経

費
に
係
る
も
の
、
ま
た
医
療

機
器
の
取
得
、
大
規
模
修
繕

な
ど
設
備
投
資
関
連
に
つ
い

て
は
課
税
取
引
に
よ
り
税
負

担
が
生
じ
ま
す
。

　

現
行
の
消
費
税
計
算
規
定

で
は
「
非
課
税
に
対
応
し
た

仕
入
税
額
控
除
」
は
認
め
ら

れ
て
お
ら
ず
、
結
果
的
に
医

療
機
関
側
が
コ
ス
ト
（
控
除

対
象
外
消
費
税
）
と
し
て
負

担
す
る
こ
と
と
な
り
、
利
益

を
圧
迫
す
る
要
因
と
な
っ
て

い
ま
す
。

（
２ 

）価
格
転
嫁
が
で
き
な
い

医
療
機
関

　

非
課
税
業
種
で
あ
る
教

育
、
金
融
、
不
動
産
賃
貸
業

（
居
住
用
）
に
つ
い
て
も
同

様
の
問
題
が
生
じ
る
の
で
す

が
、
こ
れ
ら
の
業
種
で
は
、

価
格
に
付
加
（
学
校
法
人
は

授
業
料
、
不
動
産
賃
貸
業
で

は
家
賃
の
値
上
げ
）
す
る
こ

と
で
価
格
の
自
由
裁
量
に
基

づ
き
税
負
担
を
回
避
す
る
余

地
が
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
医
療
機
関
は
診
療

報
酬
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
で

き
る
で
し
ょ
う
か
？
薬
価
・

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
、
上

記
【
１
】
１
❸
及
び
図
Ａ
及

び
図
Ｂ
の
仕
入
税
額
控
除
を

よ
り
明
確
に
行
う
た
め
に
設

け
ら
れ
た
制
度
で
す
。

　

図
Ｃ
の
計
算
式
及
び
表
で

示
す
と
、
仕
入
税
額
要
件
の

太
枠
部
分
が
イ
ン
ボ
イ
ス
で

な
い
と
仕
入
税
額
控
除
が
で

き
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
正
式

名
称
は
「
適
格
請
求
書
保
存

方
式
」
で
す
。
適
格
請
求
書

（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
と
は
、
売

手
が
買
手
に
対
し
て
、
正
確

な
適
用
税
率
や
消
費
税
額
等

を
伝
え
る
も
の
で
す
。
具
体

的
に
は
、
現
行
の
「
区
分
記

載
請
求
書
」（
請
求
書
発
行

者
の
氏
名
・
取
引
年
月
日
・

取
引
内
容
等
が
記
載
さ
れ
た

も
の
）
に
「
登
録
番
号
」
、

「
適
用
税
率
」
及
び
「
消
費

税
額
等
」
の
記
載
が
追
加
さ

診
療
報
酬
は
診
療
行
為
ご
と

あ
る
い
は
疾
病
グ
ル
ー
プ
別

に
公
定
価
格
が
定
め
ら
れ
て

い
る
た
め
に
医
療
機
関
の
価

格
裁
定
権
は
な
く
、
患
者
に

対
し
て
値
上
げ
等
の
負
担
を

求
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
し
た
が
っ
て
、
医
療
機

関
は
サ
ー
ビ
ス
の
最
終
消
費

者
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
実
質
的
に
は
税
負
担
を

課
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
税
率
の
上
昇
に
比
例
し

て
税
負
担
が
増
加
す
る
構
造

と
な
っ
て
い
ま
す
。

れ
た
書
類
や
デ
ー
タ
を
い
い

ま
す
（
図
Ｄ
）
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
、
売

手
側
と
買
手
側
に
と
っ
て
、

次
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

〈
売
手
側
〉

　

売
手
で
あ
る
事
業
者
は
、

買
手
で
あ
る
取
引
相
手
（
課

税
事
業
者
）
か
ら
求
め
ら
れ

た
と
き
は
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交

付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

（
ま
た
、
交
付
し
た
イ
ン
ボ

イ
ス
の
写
し
を
保
存
し
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
）。

　

な
お
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交

付
で
き
る
事
業
者
は
「
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
」
に
限

ら
れ
ま
す
。「
適
格
請
求
書

発
行
事
業
者
」
に
な
る
た
め

に
は
、
消
費
税
の
課
税
事
業

者
と
な
っ
た
上
で
国
に
登
録

申
請
書
を
提
出
し
、
登
録
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

消
費
税
の
納
税
を
免
除
さ
れ

て
い
る
医
療
機
関
は
、
現
状

で
は
「
適
格
請
求
書
発
行
事

業
者
」
に
な
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
消
費
税
の
納
税
を

免
除
さ
れ
て
い
る
医
療
機
関

は
、
税
務
署
に
「
消
費
税
課

税
事
業
者
選
択
届
出
書
」
を

提
出
す
れ
ば
課
税
事
業
者
に

な
り
ま
す
。
従
っ
て
、
免
税

事
業
者
で
あ
っ
て
も
、
課
税

事
業
者
を
選
択
し
な
い
と
登

録
で
き
ず
、
イ
ン
ボ
イ
ス
は

発
行
で
き
な
い
こ
と
と
な
り

ま
す
。

　

ま
た
適
格
請
求
書
発
行
事

業
者
は
、
基
準
期
間
の
課
税

売
上
高
が
１
０
０
０
万
円
以

下
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て

も
免
税
事
業
者
と
な
ら
ず
、

消
費
税
の
申
告
義
務
が
生
じ

ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

〈
買
手
側
〉

　

買
手
は
消
費
税
の
税
額
計

算
に
必
要
な
仕
入
税
額
控
除

の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
、

原
則
、
取
引
相
手
（
売
手
）

で
あ
る
事
業
者
か
ら
交
付
を

受
け
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
存

等
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
今
後
、
企
業

は
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
す
る

こ
と
が
で
き
る
消
費
税
の
課

税
事
業
者
と
な
っ
て
い
る
医

療
機
関
に
対
し
て
健
康
診
断

・
予
防
接
種
等
を
委
託
す
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

導
入
後
６
年
間
は
支
払
い
先

が
消
費
税
の
納
税
を
免
除
さ

れ
る
事
業
者
で
あ
っ
て
も
、

仕
入
税
額
（
支
払
っ
た
消
費

税
）
相
当
額
の
一
定
割
合
に

つ
い
て
仕
入
税
額
控
除
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
具
体
的
に
は
図
Ｅ
の

と
お
り
、
買
手
側
で
の
仕
入

税
額
控
除
の
適
用
が
、
２
０

２
３
（
令
和
５
）
年
10
月
１

日
か
ら
段
階
的
に
少
な
く
な

る
仕
組
み
で
す
が
、
買
手
側

　

医
療
機
関
を
次
の
（
１
）

（
２
）
に
区
分
し
、
医
療
機

関
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を

考
え
て
い
き
ま
す
。

（
１ 

）消
費
税
の
納
税
を
免
除

さ
れ
た
ま
ま
の
医
療
機

関
へ
の
影
響

〈
メ
リ
ッ
ト
〉
今
後
も
消
費

税
を
納
税
す
る
こ
と
が
な

い
。

〈
デ
メ
リ
ッ
ト
〉
医
療
機
関

（
売
手
側
）
が
企
業
（
買
手

側
）
へ
の
集
団
の
健
康
診
断

・
予
防
接
種
等
の
自
費
診
療

を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
医

療
機
関
が
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交

付
で
き
な
い
た
め
、
企
業
は

健
康
診
断
・
予
防
接
種
等
に

係
る
消
費
税
に
つ
い
て
仕
入

税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

め
に
、
事
業
者
は
売
上
げ

に
係
る
税
額
か
ら
仕
入
れ

に
係
る
税
額
を
控
除
し
、

そ
の
差
引
税
額
を
納
付
し

ま
す
（
控
除
税
額
が
売
上

げ
に
係
る
消
費
税
額
を
上

回
る
場
合
に
は
、
控
除
不

足
税
額
が
還
付
さ
れ
ま

す
）
。

税
理
士

中
谷　

光
之

経税部経税部
だよりだより

消
費
税
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
10
月
か
ら
登
録
申
請
開
始

　
　
　
　
　

―
医
療
機
関
へ
の
影
響
は
？

【
１
【
１  

】】消
費
税
の
概
要
と
医
療
機
関
に　

消
費
税
の
概
要
と
医
療
機
関
に　

お
け
る
消
費
税
取
り
扱
い
の
現
状

お
け
る
消
費
税
取
り
扱
い
の
現
状

【
２
【
２  

】イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
医
療
機
関

】イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
医
療
機
関

の
影
響

の
影
響

１
．
消
費
税
の
基
本
的
な
仕
組
み（
図
Ａ
）

１
．
消
費
税
の
基
本
的
な
仕
組
み（
図
Ａ
）

１１  

．
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要（
図
Ｃ・
Ｄ
）

．
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要（
図
Ｃ・
Ｄ
）

２２  

．
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
及
ぼ
す
医
療
機

．
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
及
ぼ
す
医
療
機

関
へ
の
影
響
に
つ
い
て

関
へ
の
影
響
に
つ
い
て

２２  
．非
課
税
医
療
機
関
で
の
問
題
点（
図
Ｂ
）

．非
課
税
医
療
機
関
で
の
問
題
点（
図
Ｂ
）

に
と
っ
て
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交

付
が
あ
る
場
合
と
比
較
し
て

50
％
〜
80
％
の
仕
入
税
額
控

除
の
適
用
に
な
り
ま
す
の

で
、
不
利
に
な
る
こ
と
に
は

変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

（
２ 

）課
税
事
業
者
で
あ
る
医

療
機
関
へ
の
影
響

〈
メ
リ
ッ
ト
〉
イ
ン
ボ
イ
ス

を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
、

買
手
側
に
お
い
て
仕
入
税
額

控
除
が
適
用
で
き
る
。

〈
デ
メ
リ
ッ
ト
〉
医
療
機
関

が
買
手
側
の
場
合
、
売
手
側

に
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
を
依

頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

Ｍ
Ｓ
法
人
と
の
取
引
が
あ
る

医
療
機
関
に
お
い
て
も
、
Ｍ

Ｓ
法
人
へ
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交

付
を
求
め
る
必
要
が
出
て
く

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
消
費
税
の
税
額
計

算
に
お
い
て
「
消
費
税
簡
易

課
税
制
度
」
を
選
択
し
て
い

る
医
療
機
関
に
お
い
て
は
、

こ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
発
生
し

ま
せ
ん
。 

（
終
わ
り
）

※税率（国・地方）10％で計算

納税義務者 納税義務者納税義務者納税義務者

11,000円
税 1,000円

7,700円
税 700円

5,500円
税 500円

2,200円
税 200円

1,000円を
最終消費者
が負担

【消費税】

【消費税】

【消費税】

【消費税】

200円

消費税の転嫁の仕組み

300円

700円
500円

200円

200円

300円

原材料
製造業者

完成品
製造業者 卸売業者 小売業者 消費者

消費税のみ記載消費税のみ記載

課税 課税 課税 課税

納
税

納
税

納
税
⎫
⎬
⎭

納
税
⎫
⎬
⎭

⎫
―
―
―
⎬
―
―
―
⎭

図Ｂ 　取引相手に免税医療機関（自由診療収入等課税売上
1,000万円以下）がある場合

◆社会保険診療における消費税の取扱い（消費税10%・数字は仮定）

仕入税額控除
不可

納付税額 社会保険診療は非課税のため、
当該仕入れ分に係る仕入税額控除
を行えない

医薬品卸業者 医療機関等
患者

保険者等

売上（税抜き）　  1000
消費税①　　　　　 100
仕入（税抜き）　　 900
仕入に係る消費税②　90

仕入税額
控除 税務署への

申告・納付

②－① 10

納税はしない

課税取引 課税取引

社会保険診療
非課税取引

社会診療報酬による売り上げ　3000
　　　　消費税非課税
仕入（税抜き）　　　　 1000
仕入に係る消費税②　　　100

仕入税額控除

変更
箇所請求書等 区分記載請求書等の保存 適格請求書（インボイス）の保存

～令和５年９月
【区分記載請求書等保存方式】

～令和５年10月
【適格請求書等保存方式】
（いわゆるインボイス制度）

計算方法

仕入税額控除の要件

一定の事項が記載された
帳簿の保存

区分記載請求書等保存方式
と同様帳簿

消費税額 ＝
課税売上げに
係る消費税額 ※
（売上税額）

― 課税仕入れ等に
係る消費税額 ※
（仕入税額）

※消費税額は、税率ごとに
　区分して計算する必要が
　あります。

図Ｄ　インボイスってナニ？

図Ｅ　免税事業者との取引における仕入税額控除適用の経過措置

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分請求書」＋（登録番号 ＋ 適用税率 ＋ 消費税額等）表示となります。

○月○日　薬剤　　　　　　　　　　　××　円
○月○日　サプリメント　　　　　※　××　円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ～

　　　　　合計　　　　　　　　　　 43,600円
　　　　　上記
　　　　　10%対象計　　　　　　　22,000
　　　　 ※８%対象計　　　　　　　21,600

○年○月分
㈱○○○（登録番号）
　　　　　　↓
　　　　　　法人　Ｔ＋法人番号
　　　　　　個人　Ｔ＋13桁の数字

10%対象計　22,000　内税　　2,000
 ８%対象計　21,600　内税　　1,600

区分記載請求書（現行）
令和５年９月迄

インボイス（現行＋上記追加項目表示）
令和５年10月～

左記請求書変更箇所
○○御中

㈱○○○　
請求書

※　この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載
　請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨（80％
　控除・50％控除の特例を受ける課税仕入れである旨）を記載した帳簿の保存が必要です。

令和11年10月1日令和8年10月1日令和5年10月1日令和元年10月1日
軽減税率制度
の実施

適格請求書等
保存方式の導入

控除不可

区分記載請求書等保存方式

免税事業者等からの
課税仕入れにつき

免税事業者等からの
課税仕入れにつき

免税事業者等からの
課税仕入れにつき

全額控除可能 80％控除可能※ 50％控除可能※

４年
３年

３年


